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資料２０６                      平成３０年１１月１０日 

子ども家庭部保育課 

 

民営化を選択した理由（説明資料） 

 

１ 公立保育園を民営化する理由 

 ⇒ 保育に係る課題解決の１つの方策として行う。 

 

２ 保育の課題 

 〇 待機児童 ＝ 保育の量という課題 

 〇 保育の質 ＝ 保育の質という課題 

〇 保育ニーズの多様化 ＝ 延長保育のさらなる延長など更なる保育ニーズに 

対応していく課題 

〇 公立保育園の役割 ＝ 公立保育園に求められる役割を果たすための課題 

※ その他考慮すべき背景として、平成３１年１０月から幼児教育無償化が開始され

る。 

 

 

 

行政機関としての役割 

地域子育て支援の拠点としての役割 

保育施設の拠点としての役割 

 

障がい児保育の拡大 

アレルギーのある児童に対する対応 

要保護児童・要支援家庭に対する対応 

休日保育の実施 

延長保育の更なる延長 

民間保育所等に対する対応 

一時預かり保育（緊急も含む。）の拡大 

 

小金井市 

 

保育検討 

 

協 議 会 

 

公立保育園に 

求められる役割 

多様なニーズへ

の対応として指

摘された事項 
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３ 市としての課題 

 〇 限られた財源 

 〇 保育に要する経費は今後もさらに必要 

  ⇒ 保育利用者の増による運営費の増、施設老朽化による修繕・建替え費用の増 

 〇 公立と民間との保育園運営費に関する財源の違い 

【保育園の児童一人当たりに市が負担した経費（平成２７年度決算額）】 

区   分 金    額 市の負担割合 

民間保育園 ９７１，１０３円 ４４．０％ 

公立保育園 １，２８４，７６７円 ７６．６％ 

  

  

（各年度決算額） 
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４ 運営方式の見直し手法の検討 

  運営方式の見直しの手法として、本市が設置主体となって運営を委託する公設民

営方式と、民間が設置主体となり運営も行う民設民営方式がありますが、見直しに

あたって、現状の保育内容を当面は維持継承し、児童や保護者の不安や影響に対応

するため、十分な引継ぎの期間や体制を確保した上で、民設民営方式に移行する手

法とします。 

【運営方式の制度面の違い】 

区 分 
公設民営 

民設民営 
委   託 指定管理 

設 置 主 体  市 市 事 業 者 

運 営 主 体  事 業 者 事 業 者 事 業 者 

業 務 範 囲  

運   営 運営・管理 運営・管理 

施設管理、増改築・修繕に要する

経費負担は、契約内容により異な

る。 

増改築・大規模修繕には

国・都の交付金等を活用

可能 

保育実施の根拠 市との契約 市の指定 都の許可 

事業者選定に係る

議 会 の 関 与 
報   告 議   決 報   告 

経 費 負 担 
委託料 

（全額市負担） 

委託料 

（全額市負担） 

保育所運営費 

(国 1/2・都 1/4・市 1/4） 

利 用 調 整  市 市 市 

保 育 料  市 市 市 

安 定 性 

委託（指定）期間ごとに運営主体

が変わる可能性がある。その都度

保育士の入れ替わりがある。 

移行後は運営主体の変更

は無く、安定的 

運営における 

市の関与 

指導・改善命令 

(仕様書の範囲） 

指導・改善命令 

(協定書の範囲） 

指導・改善命令 

（協定書締結の場合） 

指導・命令先 施設長 協定内容による 協定内容による 
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（参考） 

「小金井市 公民連携アウトソーシング基本方針」より抜粋 
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